
全国メディカルコントロール協議会連絡会世話人会構成員名簿 

（五十音順、◎は会長、○は会長代行、☆は相談役） 

（令和７年 10 月８日現在） 

☆ 有 賀 徹 （労働者健康安全機構顧問） 

井上 茂亮 （和歌山県立医科大学医学部救急・集中治療医学講座教授） 

☆ 大友 康裕 （国立病院機構災害医療センター病院長） 

岡地 俊季 （消防庁救急企画室長） 

近藤 祐史 （厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室長） 

坂上 新次 （札幌市消防局長） 

☆ 坂本 哲也 （公立昭和病院長） 

坂 元 昇 （川崎市健康福祉局医務監） 

佐々木 敦朗 （一般財団法人救急振興財団理事長） 

☆ 島崎 修次 （学校法人国士館理事） 

田邉 晴山 （一般財団法人救急振興財団救急救命東京研修所教授） 

永野 義武 （東京消防庁救急部長） 

藤田 利枝 （久留米市保健所長） 

細川 秀一 （日本医師会常任理事） 

松田 直之 （名古屋大学医学系研究科救急・集中治療医学分野教授） 

〇 溝端 康光 （公立大学法人大阪公立大学大学院医学研究科救急医学講座教授） 

宮川 江美 （千葉県防災危機管理部消防課長） 

森村 尚登 （社会医療法人社団正志会救急災害医療連携・DX 推進部門長） 

☆ 行岡 哲男 （一般財団法人日本救急医療財団顧問） 

◎ 横田 順一朗   （地方独立行政法人堺市立病院機構顧問）

横田 裕行 （一般財団法人日本救急医療財団理事長） 

（オブザーバー）

中野 剛二 （海上保安庁警備救難部救難課医療支援調整官） 

３ 世話人の任期は２年以内とし、再任を妨げない。

４ 世話人が異動等により関係機関の推薦が得られなくなったときは、関係機関から新たに推薦され

る後任が任期を引き継ぐものとする。

５ 世話人は、世話人会に出席することができない場合には、代理人を世話人会に出席させることが

できる。

６ 世話人会に会長及び会長代行を置き、世話人の互選により定める。

７ 世話人の推薦により、会長が指名する複数名の相談役を置くことができる。

８ 会長は世話人会の会務を統括する。

９ 会長は、世話人会に必要と認める者を参考人として加えることができる。

10 会長代行は、会長に事故があるときにその職務を代理する。

11 相談役は、会長及び会長代行を補佐する。

（その他）

第５条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営及び第１条に掲げる目的を達成するために必要

となるその他の事項については、会長がこれを定める。

２ 連絡会の庶務は、関係機関の協力を得て、消防庁救急企画室及び厚生労働省医政局地域医療計画

課が行う。

附 則

この要綱は、平成19年５月18日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年５月２日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年５月14日から施行する。
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